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【今年度の特徴】 

◆今年度の助成は、「通学」用である記載がある回数券も対象となります。 

 

《その他の注意事項》 ◆同種の伊賀市の補助金等の交付を受ける場合は、この助成の対象外となります。 

 

 

 

助成金名 
伊賀鉄道 通学定期券等 

購入費助成金 

公共交通 通学定期券等 

購入費重点支援助成金 

助成の対象と

なる方 

伊賀鉄道の通学定期券等利用者すべて 

（伊賀市外にお住まいの方も対象） 
伊賀市に住所がある方 

対象の 

通学定期券 

回数券 

伊賀鉄道の通学定期券、通学回数券 
公共交通全般の通学定期券、通学回数券 

※ただし伊賀鉄道及び特別料金が生じる新幹線などは対象外 

有効期間に令和７年 4 月１日から令和８年 3 月 31 日 を含む通学定期券 

令和７年 4 月１日から令和８年 3 月 31 日に購入した通学回数券 

助成金額 

定期券等金額のうち、上記の有効期間分の 2 分の 1 の額を助成（100 円未満切捨て） 

※上記の期間以外の有効期間を含む定期券は、対象分を日割り計算します。 

※有効期間が重複している場合は、その重複期間を除いて助成額を計算します。 

申請に 

必要な書類 

 

①申請する助成制度の助成金交付申請書兼請求書 

※申請書の書式等は、５月にホームページで公開予定です。 

②助成の対象となる通学定期券、通学回数券の写し 

 ※回数券を申請する場合は、あわせて学生証の写し 

③申請者の身分証明書の写し 

④振り込みを希望する申請者名義の通帳等の写し 

 
※必要書類や申請方法の詳細については、広報いが５月号に掲載しますので、必ずそち

らをご確認ください。 

助成の申請には 

対象の定期券、回数券の写しが必要です。 
必ずコピーか写真をとっておいてください 

申請方法 
伊賀市役所公共交通課(本庁舎 4 階)か各支所の窓口に持参して提出 

または下の送付先へ郵送（３月５日までの消印有効） 

【申請受付期間】令和７年５月９日(金)から令和８年３月５日(木)まで 

（注） 令和８年３月分の定期を購入するために受付期間内に申請することが出来ない場合のみ例外として 

３月 31 日(火)まで受付けます。必ず３月５日（木）までに公共交通課へ申し出てください。 

 

【問い合せ先】伊賀市公共交通課 

☎

（開庁時間：平日 8：30～17：15） 

令和７年度版 

「伊賀鉄道の区間」「伊賀鉄道以外の鉄道・バス等」でそれぞれ、対象となる方が異なり

ますので、ご注意ください。 


